
 

波除
なみよけ

小学校
しょうがっこう

 学校
がっこう

のきまり（令和
れいわ

７年度
ねんど

 改訂版
かいていばん

） 

１．登
とう

 校
こう

 

 ① ８時
じ

５分
ぷん

から８時
じ

２０分
ぷん

のあいだに登校
とうこう

する。 

 ② 決
き

められた通学
つうがく

路
ろ

を通
とお

って登校
とうこう

する。 

 ③  いったん登校
とうこう

したら、わすれものなどを取
と

りに帰
かえ

らない。 

 ④  欠席
けっせき

や遅
おく

れるときには、必
かなら

ず学校
がっこう

へ連絡
れんらく

する。 

遅
おく

れるときには、基本的
きほんてき

にお家
うち

の方
かた

と登校
とうこう

する。 

⑤ 黄帽
きぼう

をかぶり、登校
とうこう

する。 

 

２．服
ふく

そう・もちもの  

 ① 安全
あんぜん

で運動
うんどう

しやすい身
み

なりを心
こころ

がける。 

②  名
な

ふだは、左
ひだり

むねの見
み

えるところにつける。 

 ③ 学用品
がくようひん

以外
いがい

のものはもってこない。（カイロなど） 

 ④ 冬
ふゆ

は、上着
うわぎ

や手袋
てぶくろ

、ネックウオーマーを登
とう

下校
げこう

の時
とき

だけ着用
ちゃくよう

してもよい。                              

⑤ プロフィール帳
ちょう

・メモ帳
ちょう

・シャープペンシルは持
も

ってこない。 

  

３．朝会
ちょうかい

・集会
しゅうかい

 

 ① 朝会
ちょうかい

や集会
しゅうかい

のときは、おくれないよう運動場
うんどうじょう

や体育館
たいいくかん

に行
い

き、ならんでおく。 

 

４．くつのはきかえ 

 ① 教室
きょうしつ

へは、（す板
いた

・緑
みどり

のマットから）上
うわ

ぐつではいる。 

 ② 給 食
きゅうしょく

をとりに行
い

く、体育館
たいいくかん

での全校
ぜんこう

朝会
ちょうかい

などのときは、上
うわ

ぐつでよい。 

  ③  トイレや教室
きょうしつ

の移動
いどう

は、下
した

ぐつにはきかえて行
い

く。 

 

５．休
やす

み時
じ

間
かん

の過
す

ごし方
かた

 

 ① かいだんやろうかは、走
はし

らずに右
みぎ

がわをあるく。 

 ② チャイムの合
あい

図
ず

を守
まも

り、すばやく行動
こうどう

する。 

 ③ 運動場
うんどうじょう

で遊
あそ

ぶときは黄帽
きぼう

または赤
あか

白帽
しろぼう

をかぶる。 

 ④ バスケットゴールやサッカーゴールに登
のぼ

ったり、ぶら下
さ

がったりしない。 

 ⑤ 防球
ぼうきゅう

ネットにもたれない。 



 

 ⑥ 校舎
こうしゃ

のうら、植
う

えこみ、花
か

だんや、スロープなどコンクリートの場所
ばしょ

では遊
あそ

ばない。 

 ⑦ ドッジボール（バスケットボール）は、決
き

められた時
じ

間
かん

と場
ば

所
しょ

で遊
あそ

ぶ。 

 ⑧ 雨
あめ

の日
ひ

は遊
あそ

びをくふうして、静
しず

かにすごす。 

 ⑨ 使用
しよう

禁止
きんし

のはたが出
で

ているときは、運動場
うんどうじょう

に出
で

ない。 

 ⑩ 授業
じゅぎょう

時間
じかん

以外
いがい

でパソコンを自主的
じしゅてき

に使
つか

うことができる時間
じかん

は、登校
とうこう

してから８時
じ

25分
ふん

までとする。 

 ⑪ 休
やす

み時間
じかん

はパソコンを使
つか

うことはできない。（ただし、係
かかり

活動
かつどう

や委員会
いいんかい

活動
かつどう

、ク

ラブ活動
かつどう

等
とう

で必要
ひつよう

なときは担任
たんにん

の先生
せんせい

に言
い

う。） 

 

６．下
げ

 校
こう

 

 ① 放課後
ほ う か ご

は、教室
きょうしつ

に残
のこ

って遊
あそ

ばない。（雨
あめ

の日
ひ

はすぐに下校
げこう

する。） 

 ② 下校
げこう

時刻
じこく

を守
まも

る。 下校
げこう

時刻
じこく

・・ ４月～１０月・３月 ４時３０分  

                                    １１月～  ２月    ４時１５分 

  ③ 南門
みなみもん

から出
で

て、きまった通学
つうがく

路
ろ

を通
とお

って帰
かえ

る。市岡
いちおか

元町
もとまち

の児童
じどう

は、必
かなら

ず歩道
ほどう

橋
きょう

を通
とお

って大
おお

通
どお

りをわたる。  

 ④ 一度
いちど

学校
がっこう

を出
で

たら、忘
わす

れ物
もの

などを取
と

りに学校
がっこう

にもどらない。 

（家
いえ

の鍵
かぎ

など特別
とくべつ

の場
ば

合
あい

を除
のぞ

く。） 

 ⑤ 先生方
せんせいがた

の会議
かいぎ

の日
ひ

や、学年
がくねん

・担任
たんにん

の先生
せんせい

が不在
ふざい

のときにはすぐに下校
げこう

する。 

 ⑥ 下校時は、寄り道をしない。 

 

７．放課後
ほ う か ご

校庭
こうてい

開放
かいほう

（3年生
ねんせい

から） 

 ① 学年
がくねん

で決
き

められた時間
じかん

を守
まも

る。  

 ② 荷物
にもつ

はテラスに置く。 

 ③ 時間
じかん

は下校
げこう

時刻
じこく

まで。チャイムが鳴
な

ったら急
いそ

いで片
かた

づけ、下校
げこう

する。 

 ④ 先生方
せんせいがた

の会議
かいぎ

や行事
ぎょうじ

のときは、基本的
きほんてき

に行
おこな

わない。 

 

８．校外
こうがい

での生活
せいかつ

 

 ① 子
こ

どもだけで、校区外
こうくがい

へは行
い

かない。 

 ② 危険
きけん

な場所
ばしょ

で遊
あそ

ばない・危険
きけん

な遊
あそ

びはしない。 

 ③ 子
こ

どもだけで、飲食店
いんしょくてん

・映画館
えいがかん

・ゲームセンター・カラオケなどへは行
い

かない。 

 ④ お金
かね

や物
もの

のかしかり、おごりあいなどはしない。 


